
令和４年５月１６日 

保護者様 

清瀬市立清瀬中学校 

校 長  佐藤 明子 

 

衣替えと移行期間のお知らせ 

 

風薫る季節となりました。保護者の皆様には、ますますご清祥のことと存じます。 

さて、６月からは夏服へと衣替えを行います。ご家庭でも、お子様の夏服への準備をお願

いいたします。なお、本年度は５月1７日（火）より５月３１日（火）までを移行期間とし、

各自の体調や天候などに合わせて、冬服・夏服のどちらの着用もできるようにしています。

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

          移行期間      ５月１７日（火）～５月３１日（火） 

 

夏服着用      ６月１日（水）より 

 

・ワイシャツ（ブラウス）袖の長さは基本半袖ですが、長袖の着用も可能です。 

 ※天候や体調により半袖、長袖のどちらかを選んで着用をしてください。 

・バッジは夏服、冬服いずれの場合でも必ずつけてください。 

※標準服以外のベストやセーターの着用は禁止となります。 

・運動会の放課後練習が始まる日から運動会当日までは体育着・ジャージでの登校も可能

です。 

  ＊ ご不明な点などございましたら学校までお問い合わせください。 

 

 今年度は、来週に気温が高くなる予報が出ていますので、「登下校の際は上着を着用す

ること」と清瀬中の約束に明記してありますが、気候に合わせご判断していただき夏服

を着用しても構いません。 

 また、水分補給のため、水筒の持参をお勧めします。 

     

 

 

                    

                         

               【担当】 

清瀬市立清瀬中学校 

生活指導主任 小川 卓 

電話：493-6311 



夏    服    確    認    事    項  

                                                                     

 ① ワイシャツ、ブラウスの袖の長さは基本、半袖のものを着用してください｡ 

  ※ 天候や体調により、長袖着用も可能です 

 ② バッジをきちんとつけてください｡ 

    ※ クラス章･校章などは紺の台布につけ左胸に安全ピンでとめてください｡ 
                                                               

 ③ ワイシャツをきちんと着用してください｡ 

※ 第1ボタンははずしてもいいですが、第2ボタンより下は必ず締めてくださ

い｡ 

※ ワイシャツの裾はズボンの中にしまってください。 

 

 ④ 女子は標準服のベストを必ず着用してください。 

  

 ⑤ Ｔシャツを下着として着る場合は、白のＴシャツにしてください。無地を基本と

しますが、ワンポイントまでは可とします｡ 

※ 私服のベストは 着用禁止です。     

              

 ⑦ スカートを短くする､ズボンを下げてはくなどはやめてください｡ 

※ スカートの長さは膝がかくれる程度にしてください。 

 

⑧ 清瀬中の約束を参照してください。 

 
 
   ※ 細かいことを挙げていきますと、きりがありませんので、これ以上のルー

ルは明記いたしません。このルールを守り、ここに書いていないことに対し
ては安定した学校生活を送るためにふさわしい服装を考え、各自で判断して
ください。充実した学校生活を送りましょう。 

 

 

 


